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官庁施設の設計業務等積算基準等の運用について（通知）

標記について、別紙のとおり定めたので、平成３１年４月１日以降の公示に付す

るもの又は入札公告を行うものから適用されたく通知する。

なお、官庁施設の設計業務等積算基準等の運用について（防整技第７４０６号。

２８．４．１）は、平成３１年３月３１日限りで廃止する。
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別 紙

官庁施設の設計業務等積算基準等の運用

本運用は、建設工事に係る設計業務委託積算価格算定要領について（防整

技第７１７１号。２８．３．３１）において適用した「官庁施設の設計業務

等積算基準」及び「官庁施設の設計業務等積算要領」（以下「積算要領」と

いう。）の運用を定めるもので、適正な設計業務の積算に資することを目的

とする。

１ 直接人件費の単価は、整備計画局長が定める「設計業務委託等技術者単

価」における技師Ｃの単価とする。

２ 積算要領第２章２．２（１）一般業務のすべてを委託する場合の一般業

務に係る業務人・時間数の算定において、床面積の合計が積算要領別表１

－１における適用規模の範囲外となる建築物の設計等に係る業務人・時間

数については、平成３１年国土交通省告示第９８号別添二に掲げられてい

る建築物の類型に応じて、積算要領別表１－１の係数を用いて、積算要領

第２章２．２（１）及び６．２（１）の算定式により算定することができ

るものとする。ただし、この場合において、業務分野ごとに、算定対象の

建築物と同一の類型における第１類と第２類それぞれの業務人・時間数を

算定し、第１類による場合の算定値が第２類による場合の算定値を上回る

場合は、表１に掲げる類の算定値を採用する。（第２類が存在しない第六

号、第七号及び第十一号を除く。）

表１ 第１類と第２類の算定値が逆転する場合に採用する算定値

建築物の類型 床面積の合計が適用規模 床面積の合計が適用規模

の最小値を下回る場合 の最大値を上回る場合

第一号、第三号、第四号、

第五号、第九号、第十号及 第１類 第２類

び第十二号

第二号 第１類 第１類

第八号 第２類 第１類

３ 積算要領第２章２．３（１）成果図書に基づく積算業務として、積算数

量算出書の作成、単価作成資料の作成、見積収集及び見積検討資料の作成

の業務を分割して委託する場合の業務細分率は表２とする。



表２ 積算業務に係る業務細分率

積算業務項目 積算業務に係る業務細分率

積算数量算出書の作成 ０．５４

単価作成資料の作成 ０．１５

見積収集 ０．１７

見積検討資料の作成 ０．１４

４ 積算要領第１章２．６による特別経費は、特別に依頼する現地調査及び

設計協議等、総合調整業務等に必要となる交通費及び宿泊費（以下「交通

費等」という。）を別途必要に応じて計上できる。なお、交通費等の算定

は、防衛省所管旅費取扱規則（平成１８年防衛庁訓令第１０９号）を適用

する。


